
第２章　リスクアセスメントの実施手順

　（４）感電災害危険の対策

　　１）活線作業をしない。

　　　　（イ）作業前に開閉器を開く。　※

　　　　（ロ）検電器で電流を確認する。　※

　　２）電気機器の絶縁不良箇所を改善する。

　　３）アースをとる。

　　４）感電防止用漏電遮断装置を接続する。

　　５）電撃防止装置を設置する。（交流アーク溶接機）

　　６）絶縁用保護具を着用する。　※

　（５）火災・爆発災害の対策

　　１）火気を管理する場合、次のことを実施する。　※

　　　　（イ）危険物、可燃物付近での火気の使用を禁止する。（周知と表示）

　　　　（ロ）可燃物の防護、消火器の設置

　　　　（ハ）監視人の配置　※

　　２）静電気除去装置を設置する。

　　３）避難通路を確保する。

　　４）逆流防止装置を設置する。（ガス溶接）

　　５）火災警報装置を設置する。　※

　（６）静電気災害危険の対策

　　１）アース（設置）を確保する。

　　２）有機溶剤溶液の流速を小さくした設備に切り替える。

　　３）粉体の落下距離を小さくする。

　　４）作業床を絶縁化する。

　　５）静電気帯電防止用作業服・靴を着用する。　※

　（７）粉じん・有機溶剤などによる健康障害の対策

　　１）発生源を密閉する。

　　２）換気装置を設置する。

　　　　（イ）局所排気装置

　　　　（ロ）プッシュプル換気装置

　　　　（ハ）全体換気

　　３）低有害物質に代替する。

　　４）呼吸用保護具を着用する。　※
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